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主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

主
要
食
糧
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

目
的
規
定
の
改
正

計
画
流
通
制
度
の
廃
止
等
に
伴
い
、
米
穀
の
計
画
的
な
流
通
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
規

定
を
改
め
、
米
穀
の
適
正
か
つ
円
滑
な
流
通
の
確
保
に
関
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
第
一
条
関
係
）

二

基
本
方
針

政
府
は
、
生
産
調
整
の
円
滑
な
推
進
に
関
す
る
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
生
産
者
の
自
主
的
な
努
力
を
支
援
す

る
こ
と
を
旨
と
す
る
と
と
も
に
、
水
田
に
お
け
る
稲
以
外
の
作
物
の
生
産
の
振
興
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
関
連
施
策
と
の

有
機
的
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、
こ
れ
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

三

基
本
指
針

基
本
計
画
を
、
米
穀
の
需
給
及
び
価
格
の
安
定
に
関
す
る
基
本
指
針
（
以
下
「
基
本
指
針
」
と
い
う
。
）
に
改
め
る

（一）
と
と
も
に
、
基
本
指
針
に
お
い
て
は
、
米
穀
の
生
産
の
目
標
そ
の
他
生
産
調
整
に
関
す
る
事
項
、
並
び
に
計
画
出
荷
数



- 2 -

量
及
び
計
画
流
通
数
量
に
係
る
事
項
を
定
め
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

農
林
水
産
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
食
料
・
農
業
・
農
村
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な

（二）
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

そ
の
他
基
本
指
針
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
関
係
）

（三）
四

生
産
調
整
方
針

米
穀
の
生
産
者
又
は
出
荷
の
事
業
を
行
う
者
の
組
織
す
る
団
体
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
者
（
以
下
「
生
産
出
荷
団
体

（一）
等
」
と
い
う
。
）
は
、
米
穀
の
生
産
の
調
整
に
関
す
る
方
針
（
以
下
「
生
産
調
整
方
針
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
当

該
生
産
調
整
方
針
が
適
当
で
あ
る
旨
の
農
林
水
産
大
臣
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

生
産
調
整
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（二）
１

生
産
調
整
方
針
に
従
っ
て
米
穀
の
生
産
を
行
う
者
に
係
る
米
穀
の
生
産
数
量
の
目
標
（
以
下
「
生
産
数
量
目
標
」

と
い
う
。
）
の
設
定
方
針

２

生
産
数
量
目
標
を
達
成
す
る
た
め
と
る
べ
き
措
置
（
天
候
そ
の
他
の
自
然
的
条
件
の
変
化
に
よ
り
生
産
数
量
目
標
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を
上
回
っ
て
生
産
さ
れ
た
数
量
の
米
穀
に
係
る
措
置
を
含
む
。
）

（
第
五
条
第
二
項
関
係
）

農
林
水
産
大
臣
は
、

の
認
定
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
と
き
は
、
認
定
を
す
る
も
の
と

（三）

（一）

す
る
こ
と
。

１

生
産
調
整
方
針
の
内
容
が
基
本
指
針
に
照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

の
２
に
掲
げ
る
事
項
が
生
産
数
量
目
標
を
確
実
に
達
成
す
る
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（二）

３

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
第
五
条
第
三
項
関
係
）

国
は
、
生
産
出
荷
団
体
等
に
対
し
、
生
産
調
整
方
針
の
作
成
及
び
そ
の
適
切
な
運
用
の
た
め
に
必
要
な
助
言
及
び
指

（四）
導
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

生
産
出
荷
団
体
等
は
、
生
産
調
整
方
針
の
作
成
及
び
そ
の
適
切
な
運
用
の
た
め
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
必
要
な

（五）
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
協
力
を
求
め
ら
れ
た
地
方
公
共
団
体
は
、
生
産
調
整
方
針
の

作
成
及
び
そ
の
適
切
な
運
用
が
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
農
業
の
振
興
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き

は
、
必
要
な
助
言
及
び
指
導
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
七
条
関
係
）

五

米
穀
安
定
供
給
確
保
支
援
機
構
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農
林
水
産
大
臣
は
、
米
穀
の
安
定
供
給
の
確
保
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
民
法
第
三
十
四
条
の

（一）
法
人
そ
の
他
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
個
に
限
り
、
米
穀
安
定
供
給
確

保
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
（
第
八
条
関
係
）

機
構
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（二）
１

四
の

の
認
定
に
係
る
生
産
調
整
方
針
に
従
っ
て
米
穀
の
生
産
を
行
う
者
に
対
し
、
当
該
認
定
に
係
る
生
産
調
整

（一）

方
針
に
基
づ
き
四
の

の
２
に
規
定
す
る
米
穀
を
在
庫
と
し
て
保
有
す
る
措
置
の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
資
金
に
充

（二）

て
る
た
め
の
無
利
子
の
資
金
の
貸
付
け
を
行
う
こ
と
。

２

米
穀
の
安
定
供
給
の
確
保
に
資
す
る
売
買
取
引
に
係
る
米
穀
の
買
受
け
に
係
る
債
務
（
当
該
債
務
の
履
行
に
必
要

な
資
金
の
借
入
れ
に
係
る
債
務
を
含
む
。
）
を
保
証
す
る
こ
と
。

３

１
及
び
２
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
第
九
条
関
係
）

機
構
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、

の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
業
務
の
一
部
を
金
融
機
関
に
委
託
す
る
こ

（三）

（二）

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

政
府
は
、
機
構
に
対
し
、

の
１
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
資
金
の
一
部
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る

（四）

（二）
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も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
七
条
関
係
）

そ
の
他
機
構
に
係
る
業
務
規
程
、
事
業
計
画
、
区
分
経
理
、
改
善
命
令
、
指
定
の
取
消
し
等
に
関
し
所
要
の
規
定
の

（五）
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
十
一
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
関
係
）

六

米
穀
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー

自
主
流
通
米
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
名
称
を
米
穀
価
格
形
成
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
セ
ン
タ
ー
」
と
い

（一）
う
。
）
に
改
め
る
と
と
も
に
、
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
売
買
取
引
の
対
象
を
米
穀
一
般
に
拡
大
す
る
こ
と
。
ま
た
、
複
数

の
セ
ン
タ
ー
の
設
置
を
認
め
る
と
と
も
に
、
民
法
第
三
十
四
条
の
法
人
以
外
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
を
指
定
対

象
に
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
関
係
）

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
売
買
取
引
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
を
、
米
穀
の
買
入
れ
又
は
売
渡
し
の
業
務
を
適
確
に
遂
行

（二）
す
る
に
足
り
る
資
力
信
用
を
有
し
な
い
者
そ
の
他
業
務
規
程
で
定
め
る
者
以
外
の
者
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
一
条
関
係
）

セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
売
買
取
引
に
つ
い
て
、
入
札
の
方
法
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
業
務
規
程
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
行

（三）
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
二
条
関
係
）
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そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
十
九
条
関
係
）

（四）
七

米
穀
の
政
府
買
入
れ
及
び
政
府
売
渡
し
等

政
府
は
、
米
穀
の
備
蓄
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
基
本
指
針
に
即
し

（一）
て
、
国
内
産
米
穀
の
買
入
れ
を
行
い
、
及
び
九
の

の
届
出
を
し
た
者
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
者
に
対
し
当

（一）

該
米
穀
の
売
渡
し
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
九
条
関
係
）

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
三
十
条
及
び
第
三
十
一
条
関
係
）

（二）
八

緊
急
時
の
措
置

緊
急
時
に
お
い
て
、
農
林
水
産
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
変
更
し
、
地
域
別
及
び
期
間
別
の
米
穀
の
供
給
目
標
数
量
を

（一）
追
加
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
三
十
七
条
関
係
）

緊
急
時
に
お
け
る
米
穀
の
売
渡
命
令
等
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（二）

（
第
三
十
八
条
及
び
第
三
十
九
条
関
係
）

九

届
出米

穀
の
出
荷
又
は
販
売
の
事
業
（
そ
の
事
業
の
規
模
が
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
規
模
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

（一）
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）
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
等
を
農
林
水
産
大
臣
に
対
し
て
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
七
条
関
係
）

の
届
出
を
し
た
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（二）

（一）

（
第
四
十
八
条
関
係
）

十

罰
則

罰
則
に
関
し
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

（
第
五
十
五
条
か
ら
第
六
十
二
条
ま
で
関
係
）

第
二

食
糧
管
理
特
別
会
計
法
の
一
部
改
正

食
糧
管
理
勘
定
に
お
い
て
、
第
一
の
五
の

の
１
の
無
利
子
の
資
金
の
貸
付
け
に
係
る
償
還
金
を
歳
入
と
す
る
と
と
も

（二）

に
、
機
構
に
対
す
る
貸
付
金
を
歳
出
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
条
関
係
）

第
三

農
産
物
検
査
法
の
一
部
改
正

一

生
産
者
が
計
画
流
通
米
の
売
渡
し
等
を
行
お
う
と
す
る
と
き
、
及
び
米
穀
を
輸
入
し
た
者
が
そ
の
輸
入
し
た
米
穀
を
政

府
に
売
り
渡
そ
う
と
す
る
と
き
に
お
け
る
品
位
等
検
査
の
受
検
義
務
を
廃
止
す
る
こ
と
。
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

二

農
産
物
検
査
を
行
う
場
所
に
つ
い
て
、
登
録
検
査
機
関
の
登
録
事
項
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
第
十
七
条
関
係
）
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第
四

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
二
に
掲
げ
る
規
定
等
に
つ
い
て

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

基
本
指
針
に
関
す
る
経
過
措
置

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
、
基
本
指
針
を
定
め
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

（一）
の
と
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
地
域
別
の
米
穀
の
生
産
の
目
標
数
量
を
追
加
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ

と
。

（
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
四
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
ま
で
の

（二）
間
は
、
基
本
指
針
に
お
い
て
、
地
域
別
の
米
穀
の
生
産
の
目
標
数
量
を
追
加
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
第
三
項
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
経
過
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
三
条
か
ら
附
則
第
八
条
ま
で
関
係
）

四

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
廃
止
及
び
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



現行食糧法と改正案との比較

現 行 改 正 案

基 ○国が基本計画を策定 ○国が基本指針を策定
・需給の見通し、生産目標、備 ・需給の見通し、備蓄運営の方本
蓄運営の方針、計画出荷数量、 針、輸入方針等を規定（経過期計
計画流通数量、輸入方針等を規 間中は地域別の生産目標数量も画
定 設定）・
・策定に当たり学識経験者の意 ・策定に当たり審議会の意見を基
見を聴取 聴取本

・需給見通しの策定に関し都道指
府県知事の協力を要請針

○備蓄米買入対象を限定す ○政府の施策推進に当たっ
るために生産調整を法定 て①生産者の自主的努力

の支援、②関連施策との・農業者ごとに定められた面積

有機的連携、③地域特性の水田について転作を実施した

生 の重視の考え方を法定化者を対象として、政府が備蓄米

を買い入れる仕組み産
調 ○生産出荷団体等が生産調
整 整方針を策定し、国が認定

する仕組み
・国・地方公共団体の指導・助

言

・過剰米処理に係る無利子資金

の貸付け

○計画流通制度・関連制度 ○米穀安定供給確保支援機
構の創設・自主流通法人の指定

・業者登録制 ・過剰米処理に係る無利子資金

・農産物検査の受検義務 等 の貸付け

・安定供給の確保に資する売買流
取引に係る債務保証 等通

制
度 ○自主流通米価格形成セン ○米穀価格形成センター

・取引方法の拡充ター
・売買資格者の規定の整備 等

○原則として計画流通米を ○米全体を対象とした緊急
対象とした緊急時措置 時措置


